
資

料

魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料

角平

題

明
治
ゴ
一
（
一
八
七
O
）
年
十
二
月
二
十
七

ι込
明
治
政
府
が
全

国
に
施
行
す
べ
く
頒
布
し
た
最
初
の
刑
法
典
で
あ
る
新
律
綱
領

は
、
こ
れ
が
制
定
機
関
で
あ
っ
た
刑
部
省
自
身
が
「
明
治
ノ
本
律

ニ
非
ス
：
：
：
罪
囚
、
停
滞
ナ
カ
ラ
シ
メ
百
代
ノ
準
縄
不
朽
ノ
成
憲

ハ
の
ホ
漢
洋
諸
律
ニ
酌
量
シ
爾
後
緩
ニ
撰
定
致
、
ン
度
候
」
と
記
し

て
い
る
ご
と
や
そ
の
名
称
が
「
綱
領
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
所
淵
律
ノ
大
綱
ニ
シ
テ
方
変
ノ
罪
状

以
テ
尽
ス
ニ
足
ラ
〕
ざ
る
暫
定
的
刑
法
典
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
新
律
綱
領
施
行
直
後
よ
り
部
分
的
改
正
や
追
加
あ
る
い
は
太
政

官
指
令
や
司
法
省
指
令
の
形
式
で
な
さ
れ
た
新
律
綱
領
の
条
項
に

魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

中

山

光

勝

対
す
る
一
械
の
有
権
解
釈
な
ど
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
叫

と
こ
ろ
で
、
私
は
、
さ
き
に
「
新
体
綱
領
の
典
拠
に
つ
い
て
」

な
る
小
稿
に
お
い
て
、
新
律
綱
領
・
人
命
律
上
・
魔
魅
人
条
の

凡
腔
魅
ヲ
行
ヒ
。
符
書
ヲ
造
り
。
呪
副
シ
テ
。
人
ヲ
殺
サ
ン

ト
欲
ス
ル
者
ハ
。
各
謀
殺
ヲ
以
一
ア
論
ス
。
止
タ
人
ヲ
疾
苦

セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
。
謀
ー
殺
｜
巳
｜
行
｜
未
｜
傷
一
一
。

二
等
ヲ
減
ス
。

な
る
規
定
が
、
清
律
例
・
刑
律
・
人
命
・
造
畜
盛
毒
殺
人
条
中
の

若
造
魔
魅
符
書
呪
祖
欲
以
殺
人
者
（
小
註
略
）
各
以
謀
殺

（
小
註
略
）
論
：
：
：
欲
（
止
）
令
人
疾
苦
（
小
註
略
）
者
減

（
謀
殺
巳
行
未
傷
）
二
等

な
る
規
定
に
準
拠
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

ま
た
、
「
熊
本
藩
に
お
け
る
「
清
律
例
葉
纂
』
訓
訳
経
緯
と
そ
の
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魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

意
義
」
な
る
小
稿
に
お
い
て
は
、
同
条
の
不
備
を
補
う
た
め
の
追

加
法
と
し
て
、
明
治
六
年
四
月
十
三
日
、
太
政
官
指
令
の
形
式
で

制
定
さ
れ
た
魔
魅
人
条
例
も
、
直
接
典
拠
と
さ
れ
た
清
律
例
の
条

項
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
清
律
例
と
密
接
な
関

係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
後
者

に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
内
閣
記
録
局
編
「
法
規
分
類
大
全
』
刑

法
門
二
・
刑
律
二
に
も
と
ず
い
じ
が
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
、
国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
録
』
を
調
査
し
た
折
、
こ
の
魔
魅

人
条
例
の
制
定
に
か
か
わ
る
よ
り
詳
し
い
資
叫
十
接
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
、
こ
こ
に
簡
単
な
解
題
を
附
し
て
翻
刻
し
、
前
掲
拙

稿
の
補
遺
と
し
た
い
い
必

国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
録
』
明
治
六
年
四
月
・
司
法
省

伺
・
十
四

教
部
省
は
、
明
治
六
年
一
月
十
五
日
、
各
府
県
に
対
し
、
同
省

達
第
二
号
を
も
っ
て
、
「
梓
亙
市
子
窓
祈
稽
狐
下
ケ
等
の
所
業
禁

止
の
件
」
を
発
し
、

従
来
梓
亙
市
子
並
強
祈
稽
狐
下
ケ
杯
ト
相
唱
玉
占
口
寄
等
之

所
業
ヲ
以
テ
人
民
ヲ
肱
惑
セ
シ
メ
候
儀
自
今
一
切
禁
止
候
条

於
各
地
方
官
此
旨
相
心
得
管
内
取
締
方
厳
重
可
相
立
候
事

と
し
ら
）
「
人
の
無
知
と
弱
さ
に
つ
け
こ
み
こ
れ
に
寄
生
す
る
市

井
の
い
わ
ゆ
る
『
お
が
み
屋
」
な
い
し
『
お
が
み
や
」
類
似
の
行

為
」
を
厳
禁
し
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
当
時
の
現
行
刑
法
で
あ
る

新
律
綱
領
は
、
前
述
の
ご
と
く
人
命
律
上
・
魔
魅
人
条
に
お
い
て
、

殺
人
あ
る
い
は
傷
害
の
故
意
で
迷
信
的
手
段
を
用
い
て
事
実
の
実

現
を
企
図
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
こ
れ
を
処
罰
の
対
象
と
し
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
何
ら
の
処
置
も
と
っ
て
は
い
な
か
っ

た
し
、
ま
た
、
こ
の
規
定
以
外
に
か
か
る
宗
教
犯
罪
を
防
過
す
る

刑
剖
法
令
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
、
か
か
る
法
制
の
不
備
を
是
正
す
る

た
め
、
僧
亙
な
ど
の
宗
教
教
師
が
、
精
神
障
害
者
を
治
療
す
る
た

め
宗
教
行
為
と
し
て
加
持
祈
祷
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
、
人
を

死
傷
さ
せ
た
場
合
の
処
罰
規
定
を
清
律
例
・
札
律
・
祭
杷
・
禁
止

師
翠
邪
術
糸
町
十
同
・
刑
律
・
賊
盗
・
造
妖
書
妖
言
糸
苧
ど
を
参
考

に
し
て
、
新
た
に
条
例
を
制
定
し
た
い
と
し
て
、
明
治
六
年
三
月

二
十
九
日
、
司
法
大
輔
福
岡
孝
第
お
よ
び
司
法
卿
江
藤
新
平
が
連

名
で
正
院
（
太
政
官
）
に
提
出
し
た
条
例
案
を
添
附
し
た
司
法
省

伺
、
こ
れ
を
受
け
た
正
院
（
太
政
官
）
の
推
問
に
対
し
、
同
三
月

三
十
一
日
、
左
院
が
正
院
（
太
政
官
）
に
提
出
し
た
上
達
書
、
左
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院
の
上
達
書
に
附
さ
れ
た
「
付
紙
」
に
対
し
、
同
四
月
十
日
、
前

回
同
様
、
福
岡
、
江
藤
の
連
名
で
正
院
（
太
政
官
）
に
提
出
し
た

（却｝

司
法
省
再
伺
お
よ
び
こ
の
二
度
に
わ
た
る
司
法
省
伺
に
対
し
、
同

四
月
十
三
日
、
正
院
が
司
法
省
に
対
し
発
し
た
指
令
の
計
四
点
の

資
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
、
三
月
十
九
日
の
司
法
省
伺

お
よ
び
四
月
十
三
日
の
正
院
（
太
政
官
）
指
令
に
つ
い
て
は
、
前

掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
五
十
四
冊
・
刑
法
門
二
・
刑
律
二
に
掲

載
さ
れ
、
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
三
月
三

十
一
日
の
左
院
上
達
お
よ
び
四
月
十
日
の
司
法
省
再
伺
に
つ
い
て

は
、
こ
の
『
公
文
録
』
所
載
の
資
料
に
よ
り
は
じ
め
て
明
ら
か
に

な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
律
綱
領
の
不
備
を
補
う
た
め

に
追
加
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
条
例
の
成
立
過
程
が
一
ケ
条
で
は

あ
る
が
よ
り
明
白
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

、
「
ノ
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
魔
魅
人
条
例
で
は
あ
っ
た

が
、
二
ヶ
月
後
の
明
治
六
年
六
月
十
三
日
、
新
律
綱
領
の
改
正
、

追
加
法
を
集
大
成
し
、
条
文
体
に
ま
と
め
た
刑
法
典
で
あ
る
改
定

律
例
が
、
太
政
官
布
告
第
二
百
六
号
を
も
っ
て
頒
布
さ
れ
、
同
七

月
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
効
力
が
否
認
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
太
政
官
布
告
第
二
百
六
号
に
は

魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

今
般
別
冊
改
定
律
例
ヲ
頒
布
候
条
来
ル
七
月
十
日
ヨ
リ
一
般

施
行
可
致
就
テ
ハ
：
：
：
従
前
単
行
頒
布
ノ
律
例
及
ヒ
律
案
指

令
等
モ
一
切
同
日
ヨ
リ
援
引
不
相
成
綱
領
新
例
ニ
正
条
無
之

者
ハ
更
ニ
可
伺
出
：
：
：
此
旨
相
達
候
事

｛担）

と
あ
り
、
「
新
律
綱
領
の
追
加
法
で
あ
る
太
政
官
布
告
、
太
政
官

指
令
、
司
法
省
布
達
、
そ
し
て
ま
た
有
権
解
釈
を
行
っ
た
太
政
官

指
令
等
は
、
一
切
そ
の
効
力
が
否
定
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
白
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
、
改
定
律
例
中
に
は
、
こ
の
魔
魅
人
条
例
は
編

入
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
改
定
律
例
施
行
以
後
は
、
い

わ
ゆ
る
「
お
が
み
屋
」
な
い
し
「
お
が
み
屋
」
類
似
行
為
に
よ
る

殺
傷
を
処
罰
す
る
規
定
は
存
在
し
な
く
な
り
、
魔
魅
人
条
例
制
定

以
前
の
状
態
に
も
ど
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と

も
当
時
の
刑
事
法
は
、
新
律
綱
領
に
し
て
も
、
改
定
律
例
に
し
て

も
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
よ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

新
律
綱
領
や
改
定
律
例
に
成
文
の
な
い
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
各
府

県
の
刑
事
裁
判
担
当
機
関
が
、
司
法
省
や
太
政
官
の
指
令
を
あ
お

い
で
処
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合

で
あ
っ
て
も
、
指
令
を
あ
お
ぐ
べ
き
量
刑
伺
な
ど
を
作
成
す
る
に

は
不
便
を
感
じ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
以
後
、
明
治

十
五
年
一
月
一
日
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
に
か
わ
る
刑
法
典
と
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魔
魅
入
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

し
て
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
が
施
行
さ
れ
、
傷
害
致
死
や
過
失
致
死
傷

の
規
定
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
魔
魅
人
条
例
に
か
わ
る
刑
罰
法
令

が
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
ら
】

（1
）
新
律
綱
領
の
頒
布
日
に
つ
い
て
は
、
十
二
月
二
十
日
、
同
二
十
六

日
、
同
二
十
七
日
の
三
説
が
あ
る
（
手
塚
豊
「
新
律
綱
領
の
施
行

に
関
す
る
一
考
察
」
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
上
）
」
手
塚
豊
著
作

集
第
四
巻
・
昭
和
五
十
九
年
・
慶
懸
通
信
・
五
十
二
頁
）
が
、
こ
こ

で
は
一
応
、
手
塚
博
士
に
従
っ
て
（
手
塚
豊
「
新
律
綱
領
、
改
定

律
例
注
釈
書
」
前
掲
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
（
上
）
』
一
八
三
頁
）

二
十
七
日
の
こ
と
と
し
て
お
く
。

（2
）
「
明
治
三
年
七
月
十
八
日
、
刑
部
省
伺
」
内
閣
記
録
局
編
『
法
規

分
類
大
全
』
第
五
十
四
附
・
刑
法
門
二
・
刑
律
二
（
明
治
二
十
三
年

・
内
閣
記
録
局
）
一
九
四
頁
。

（
3
）
「
明
治
五
年
七
月
日
欠
・
司
法
省
伺
」
前
掲
「
法
規
分
類
大
全
』

第
五
十
四
冊
・
刑
法
門
二
・
刑
律
三
・
三
O
九
頁

（4
）
新
律
綱
領
の
改
正
、
追
加
の
様
式
な
ど
に
つ
い
て
は
、
手
塚
豊

「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
」
前
掲
『
明
治
刑
法

史
の
研
究
（
上
）
」
一
一
七
｜
一
五
二
頁
参
照
。

（5
）
新
律
綱
領
の
引
用
は
、
い
わ
ゆ
る
「
官
版
」
に
よ
り
、
条
文
名
に

附
さ
れ
た
返
り
点
や
一
二
点
お
よ
び
条
項
中
の
語
句
の
左
側
に
附
さ

れ
た
傍
註
は
、
こ
れ
を
省
略
し
た
。
な
お
、
｛
呂
版
新
律
綱
領
に
つ
い

て
は
、
手
塚
・
前
掲
「
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
注
釈
書
」
一
八
一
ー

一
八
二
頁
、
一
八
四
｜
一
八
五
頁
参
照
。
な
お
、
当
時
は
、
こ
の
よ

う
な
い
わ
ゆ
る
迷
信
犯
が
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
お
ぼ
し
く
、

『
司
法
省
日
誌
」
明
治
九
年
第
二
号
・
一
月
九
日
粂
に
は
、

〔
小
田
県
伺
〕
臥
詐

第
一
条
人
命
律
凡
魔
魅
ヲ
行
ヒ
符
書
ヲ
造
リ
呪
誼
シ
テ
人
ヲ

殺
サ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
各
謀
殺
ヲ
以
テ
論
ス
ト
ア
リ
抑
魔
魅
符

出
ト
ハ
何
ソ
方
法
ア
リ
テ
妖
術
ニ
テ
モ
有
之
事
ニ
候
哉
或
ハ
狐

狸
ノ
属
ヲ
使
ヒ
現
ニ
人
ヲ
疾
苦
セ
シ
ム
ル
実
験
ニ
依
テ
魔
魅
ト

称
へ
候
儀
ニ
モ
可
有
之
乎
又
ハ
妖
術
魔
法
ニ
由
ル
ト
由
ラ
サ
ル

ト
実
験
ノ
有
ル
ト
無
ト
ニ
拘
ハ
ラ
ス
頑
愚
嫉
妬
ノ
執
念
ヨ
リ
神

仏
ニ
滋
テ
呪
剖
ス
ル
者
ハ
一
概
ニ
比
条
ニ
依
テ
処
断
可
然
哉

（
中
略
）

指
令

第
一
条
魔
魅
呪
誼
等
ノ
事
史
伝
ニ
モ
散
見
ス
ト
雌
モ
其
方
法

及
ヒ
実
験
ノ
有
無
ニ
至
テ
ハ
現
ニ
共
事
実
ニ
就
ク
ニ
非
サ
レ
ハ

審
明
シ
難
シ
頑
愚
嫉
妬
ノ
念
ヨ
リ
一
時
呪
誼
ス
ル
者
ハ
一
概
此

律
ニ
依
ル
可
カ
ラ
ス

と
み
え
る
（
日
本
史
絡
協
会
編
『
司
法
省
日
誌
』
十
八
・
明
治
九
年

一
・
二
月
《
昭
和
六
十
年
・
東
京
大
学
出
版
会
》
一
一
一
ー
一
六
頁
）
。

（
6
）
品
川
律
例
の
引
用
は
、
宋
祥
瑞
主
編
・
沈
之
寄
輯
註
・
洪
皐
山
増
訂

『
大
清
律
輯
註
』
北
京
大
学
図
書
館
蔵
善
本
叢
書
・
明
清
史
料
叢
編

（
一
九
九
三
H
平
成
五
年
・
北
京
大
学
出
版
社
）
を
利
用
し
、
小
註

は
、
（
）
内
に
い
れ
た
。

（7
）
中
山
光
勝
「
新
律
綱
領
の
編
纂
の
典
拠
に
つ
い
て
」
『
明
治
初
期
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刑
事
法
の
研
究
』
（
平
成
二
年
・
慶
際
通
信
）
六
三
頁
。

（8
）
中
山
光
勝
「
熊
本
滞
に
お
け
る
『
清
律
例
黍
纂
』
訓
訳
経
緯
と
そ

の
意
義
」
前
掲
『
明
治
初
期
刑
事
法
の
研
究
』
二
七
頁
。

（
9
）
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
五
十
四
冊
・
刑
法
門
二
・
刑
律
二
・

二
三
八
頁
。
な
お
、
岡
琢
郎
編
『
日
本
近
代
刑
事
法
令
集
』
上
・
司

法
資
料
別
冊
第
一
七
号
（
昭
和
二
十
年
・
司
法
省
秘
書
課
）
五
三
二

五
三
三
頁
に
も
魔
魅
入
条
例
制
定
に
関
す
る
資
料
が
、
本
書
に
よ
り

記
さ
れ
て
い
る
。

（
刊
）
「
僧
淑
一
呪
祖
ノ
儀
一
一
付
伺
」
国
立
公
文
書
館
蔵
『
公
文
録
』
明
治

六
年
四
月
司
法
省
伺
。

（
日
）
翻
刻
に
あ
た
り
、
漢
字
は
、
人
名
等
の
周
有
名
詞
を
の
ぞ
い
て
現

代
一
般
に
使
川
さ
れ
て
い
る
も
の
に
改
め
、
合
字
、
変
体
仮
名
な
ど

に
つ
い
て
も
普
通
の
も
の
に
改
め
た
c

ま
た
、
（
）
内
は
、
す
べ

て
中
山
の
註
記
で
あ
る
。

（
ロ
）
上
田
本
昌
、
高
橋
克
昭
、
町
田
是
正
、
望
月
海
淑
の
四
教
授
の
退

休
を
記
念
す
る
本
号
に
寄
稿
す
る
に
つ
い
て
は
、
四
教
授
の
専
攻
分

野
と
の
関
連
を
考
え
、
二
文
を
草
す
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
も
と
よ

り
、
四
教
授
と
専
攻
を
異
に
す
る
私
に
そ
の
よ
う
な
く
わ
だ
て
は
不

可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
に
と
っ
て
、
長
年
の
関
心
の
的

と
な
っ
て
い
る
明
治
の
律
令
と
も
い
う
べ
き
新
律
綱
領
の
研
究
に
関

す
る
一
文
を
草
す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
不
敏
の
小
稿
で
は

あ
る
が
、
長
年
御
教
導
を
賜
っ
た
凹
教
授
の
退
休
を
惜
別
す
る
記
念

と
し
た
い
c

（
日
）
文
部
省
文
化
局
宗
務
課
監
修
『
明
治
以
降
宗
教
関
係
法
令
類
纂
』

魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

（
昭
和
四
十
三
年
・
第
一
法
規
）
一
五
六
頁
、
ち
な
み
に
、
こ
の
禁

令
以
外
に
も
、
教
部
省
は
、
明
治
七
年
六
月
七
日
、
各
府
県
に
対
し
、

同
省
達
第
二
十
二
日
ず
を
も
っ
て
「
禁
版
祈
械
を
も
っ
て
医
薬
を
妨
ぐ

る
者
取
締
の
件
」
を
発
し
、

別
紙
乙
第
三
十
三
号
ノ
通
神
道
諸
宗
管
長
へ
相
違
候
条
向
後
禁

厭
祈
穣
ヲ
以
医
薬
等
差
止
メ
政
治
ノ
妨
害
ト
相
成
候
徐
ノ
所
業

致
候
者
有
之
候
ハ
、
於
地
方
官
取
締
可
致
此
旨
相
違
候
事

と
し
（
前
掲
『
明
治
以
降
宗
教
関
係
法
令
類
纂
」
一
五
七
頁
）
、
同

日
、
神
道
諸
宗
特
長
に
対
し
、
同
省
逮
乙
第
三
十
三
号
を
も
っ
て
川

じ
く
「
禁
厭
祈
穣
等
は
執
行
差
支
な
き
も
、
医
療
を
妨
ぐ
べ
か
ら
ざ

る
件
」
を
発
し
、

禁
厭
祈
穣
等
ノ
儀
ハ
神
道
諸
宗
北
八
人
民
ノ
請
求
ニ
応
シ
従
来
ノ

伝
法
執
行
候
ハ
元
ヨ
リ
不
苦
筋
候
処
問
ニ
ハ
之
レ
カ
為
メ
医
療

ヲ
妨
ケ
湯
薬
ヲ
止
メ
候
向
モ
有
之
哉
ニ
相
間
以
ノ
外
ノ
事
ニ
候

抑
教
導
職
タ
ル
者
右
等
貴
重
ノ
人
命
ニ
関
シ
衆
庶
ノ
方
向
ヲ
モ

誤
ラ
セ
候
様
ノ
所
業
有
之
候
テ
ハ
朝
旨
ニ
希
一
民
シ
政
治
ノ
障
時

ト
相
成
甚
以
不
都
合
ノ
次
第
二
候
条
向
後
心
得
違
ノ
者
無
之
機

吃
度
取
締
可
致
此
旨
相
違
候
事

と
し
て
（
前
倒
『
明
治
以
降
宗
教
関
係
法
令
傾
纂
』
一
五
七
頁
）
、
宗

教
行
為
に
よ
る
医
療
妨
害
を
禁
止
し
て
い
る
。
な
お
、
法
令
の
件
名

は
、
前
掲
『
明
治
以
降
宗
教
関
係
法
令
類
纂
」
の
記
載
す
る
と
こ
ろ

に
し
た
が
っ
た
。

（
は
）
昭
和
三
十
三
年
十
月
十
四
日
に
発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
「
線
香
護
摩

加
持
祈
祷
事
件
」
に
対
す
る
昭
和
三
十
五
年
五
月
七
日
・
大
阪
地
方
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魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

裁
判
所
判
決
（
大
塚
重
夫
編
『
宗
教
関
係
判
例
集
成
』

2
・
政
教
分

離
・
信
教
の
自
由
《
昭
和
五
十
九
年
・
第
一
番
一
房
》
五
二
二
頁
）
。

（
日
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
木
村
茂
「
所
謂
『
梓
夏
、
市
子
』
等
に
つ

い
て
」
は

新
律
綱
領
中
に
は

厭
勝
鬼
魅
ノ
術
ヲ
行
ヒ
符
書
ヲ
造
り
呪
誼
シ
テ
人
ヲ
殺
サ

ン
ト
シ
或
ハ
人
ヲ
苦
シ
メ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
懲
役
八
十
日
ヨ

リ
斬
ニ
至
ル

と
定
め
て
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
（
宗
教
行
政
研
究
会
『
宗
教
行
政
』
第
十
二
日
す
－

m

和
十
一
年
・
宗
教
行
政
研
究
会
・
三
二
頁
）
が
、
新
律
綱
領
中
に
、

か
か
る
規
定
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
「
懲
役
」

な
る
刑
名
は
、
明
治
五
年
四
月
日
欠
・
太
政
官
第
百
十
三
号
布
告

（
い
わ
ゆ
る
「
懲
役
法
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
新
律
綱

領
制
定
当
初
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
（
前
掲
『
法
規
分
類
大

全
』
第
五
十
四
冊
・
刑
法
門
二
・
刑
律
二
・
一
九
八
一
九
九
頁
）
。

な
お
、
高
木
宏
夫
「
宗
教
法
（
法
体
制
準
備
期
）
」
鵜
飼
信
成
・
福

島
正
夫
・
川
島
武
宜
・
辻
清
明
編
『
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史
』

等
7
巻
（
昭
和
三
十
四
年
・
勤
草
書
房
）
一
六
頁
は
、
木
村
説
を
そ

の
ま
ま
祖
述
し
て
い
る
。

（
凶
）
清
律
例
・
礼
律
・
祭
杷
・
禁
止
師
一
必
邪
術
条
に
は
、

凡
師
亙
仮
降
邪
神
書
符
川
ん
水
扶
刷
局
鵡
聖
自
号
端
公
太
保
師
婆

（
名
色
）
及
忘
称
弥
勅
仏
白
蓮
社
明
尊
教
白
雲
宗
等
会
一
応
左

道
異
端
之
術
或
隠
蔵
図
像
焼
香
集
衆
夜
緊
暁
散
伴
修
善
事
煽
惑

人
民
為
首
者
絞
（
監
候
）
為
従
者
各
杖
一
百
流
三
千
里

O
若
軍

民
装
扮
神
像
鳴
鍵
撃
鼓
迎
神
饗
会
者
杖
一
百
罪
坐
為
首
之
人

O

里
長
知
而
不
首
者
各
答
四
十
其
民
間
春
秋
義
社
（
以
行
祈
報
者
）

不
在
此
限

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
魔
魅
人
条
例
の
直
接
の
典
拠
と

な
っ
た
よ
う
な
文
言
は
み
あ
た
ら
な
い
。
ま
た
、
本
条
に
附
さ
れ
た

条
例
の
中
に
も
直
接
該
当
す
る
規
定
は
み
あ
た
ら
な
い
。

（
口
）
清
律
例
・
刑
律
・
賊
盗
・
造
妖
書
妖
言
条
に
は
、

凡
造
議
緯
妖
書
妖
言
及
伝
川
惑
衆
者
皆
斬
（
監
候
被
惑
人
不
坐

不
及
衆
者
流
三
千
里
合
依
H
E
情
分
坐
）
若
（
他
人
造
伝
）
私
有

妖
書
隠
蔵
不
送
官
者
杖
一
百
徒
三
年

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
条
に
も
、
後
述
す
る
魔
魅
人
条
例
の
直

接
の
典
拠
と
な
っ
た
よ
う
な
文
言
は
み
あ
た
ら
な
い
し
、
ま
た
、
本

条
に
附
さ
れ
た
条
例
の
中
に
も
直
接
該
当
す
る
規
定
は
み
あ
た
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
司
法
省
伺
が
「
清
律
ノ
師
亙
邪
術
及
ヒ
妖
書
妖
言

等
ノ
罪
絞
斬
ニ
処
ス
ル
律
ニ
依
リ
別
紙
条
例
ヲ
起
シ
」
と
一
記
し
て
い

る
こ
と
は
理
解
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
日
）
司
法
省
は
、
明
治
四
年
七
月
二
十
九
日
に
制
定
さ
れ
た
「
太
政
官

職
制
並
事
務
章
程
」
中
の

右
院
職
制

諸
省
長
官
次
官

当
務
ノ
法
案
ヲ
草
シ
諸
省
ノ
議
事
ヲ
審
調
ス
ル
ヲ
掌
ル

（
中
略
）

右
院
事
務
章
程
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右
院
ハ
各
省
ノ
長
官
当
務
ノ
法
ヲ
案
シ
及
ヒ
行
政
実
際
ノ
利
害

ヲ
審
議
ス
ル
所
ナ
リ
各
省
長
官
次
官
之
ニ
任
ス

な
る
規
定
（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
」
第
十
九
冊
・
官
職

門
・
官
制
・
左
院
・
右
院
《
明
治
二
十
四
年
・
内
閣
記
録
局
》
二
九

頁
）
お
よ
び

正
院
事
務
章
程（

中
略
）

凡
ソ
立
法
施
政
司
法
ノ
事
務
ハ
其
章
程
ニ
照
シ
テ
左
右
院
ヨ
リ

之
ヲ
上
達
セ
シ
メ
本
院
之
ヲ
裁
制
ス

な
る
規
定
（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
附
・
官
職
門
・

官
制
・
太
政
官
内
附
一
《
明
治
二
十
二
年
・
内
閣
記
録
局
》
一
四
七
l

一
四
八
頁
）
な
ら
び
に
明
治
五
年
八
月
三
日
に
制
定
さ
れ
、
同
九
月

一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
「
司
法
職
務
定
制
」
中
の

第
三
章
本
省
章
程

本
省
総
判
ス
ル
所
ノ
事
務
章
程
左
ノ
如
シ

第
七
条
新
法
ノ
議
案
及
条
例
ヲ
起
ス

（
中
略
）

以
上
各
条
必
ス
上
奏
制
可
ヲ
経
テ
然
ル
後
ニ
施
行
ス

な
る
規
定
（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
四
冊
・
官
職

門
・
｛
呂
制
・
司
法
省
一
《
明
治
二
十
一
一
一
年
・
内
閣
記
録
局
》
一

O
九
｜

一一

O
頁
）
な
ど
に
も
と
づ
き
魔
魅
人
条
例
を
起
案
し
、
正
院
（
太

政
官
）
に
伺
い
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
伺
中
に
み
え
る
「
本

年
一
月
教
部
省
禁
令
」
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
前
述
の
「
梓
亙
市
子

怨
祈
稽
狐
下
ケ
等
の
所
業
禁
止
の
件
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
司
法

魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山
）

省
伺
に
対
し
、
正
院
（
太
政
官
）
は
、
前
掲
「
太
政
官
職
制
並
事
務

章
程
」
中
の

正
院
事
務
章
程（

中
略
）

凡
ソ
立
法
施
政
司
法
ノ
事
務
ハ
其
章
程
ニ
照
シ
テ
左
右
院
ヨ
リ

之
ヲ
上
達
セ
シ
メ
本
院
之
ヲ
裁
制
ス

（
中
略
）

右
院
ヨ
リ
上
ル
奏
事
議
員
ノ
公
論
ヲ
採
ル
ヘ
キ
者
ハ
左
院
ニ
下

シ
テ
当
否
ヲ
議
セ
シ
メ
其
可
否
ヲ
審
判
シ
前
条
ノ
例
（
之
ヲ
可

ト
セ
ハ
其
奏
書
ニ
鈴
印
シ
制
可
ヲ
得
レ
ハ
其
証
印
ヲ
押
シ
然
ル

後
主
任
ニ
付
シ
テ
之
ヲ
処
分
セ
シ
ム
｜
｜
中
山
註
）
ニ
従
テ
之

ヲ
処
置
ス

な
る
規
定
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
」
第
十
冊
・
官
職
門
・
官
制
・

太
政
官
内
閣
一
・
一
四
七
l

一
四
八
頁
）
な
ど
に
も
と
づ
き
、
こ
れ

を
左
院
に
下
附
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（mw
）
左
院
は
、
前
掲
「
太
政
官
職
制
並
事
務
章
程
」
中
の

正
院
事
務
章
程（

中
略
）

凡
ソ
立
法
施
政
司
法
ノ
事
務
ハ
其
章
程
ニ
照
シ
テ
左
右
院
ヨ
リ

之
ヲ
上
達
セ
シ
メ
本
院
之
ヲ
裁
制
ス

（
中
略
）

右
院
ヨ
リ
上
ル
奏
事
議
員
ノ
公
論
ヲ
採
ル
ヘ
キ
者
ハ
左
院
ニ
下

シ
テ
当
否
ヲ
議
セ
シ
メ
其
可
否
ヲ
審
判
シ
前
条
ノ
例
ニ
従
テ
之

ヲ
処
置
ス
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魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

な
る
規
定
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
附
・
官
職
門
・
官
制
・

太
政
官
内
問
一
－
一
四
七
｜
一
間
八
頁
）
お
よ
び
明
治
四
年
十
二
月

二
十
七
日
に
改
定
さ
れ
た
「
左
院
事
務
章
程
」
中
の

一
本
院
ノ
務
ハ
立
法
ノ
事
ヲ
議
ス
ル
ヲ
掌
ル

一
凡
制
度
条
例
ヲ
創
立
シ
或
ハ
成
規
定
則
ヲ
増
損
更
革
ス
ル

事
総
テ
議
決
ノ
上
之
ヲ
正
院
ニ
上
達
ス
へ
シ

な
る
規
定
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
九
冊
・
官
職
門
・
官
制
・

左
院
・
右
院
・
五
六
頁
）
な
ど
に
も
と
づ
き
、
「
熟
議
」
の
結
果
、

司
法
省
何
に
添
附
さ
れ
た
同
省
起
案
の
条
例
中
、
「
各
闘
訟
」
を

「
闘
訟
－
こ
に
改
め
る
「
付
紙
」
を
附
し
て
正
院
（
太
政
官
）
に
上

達
し
た
。

な
お
、
左
院
が
、
司
法
省
起
案
の
条
例
中
の
「
各
闘
訟
」
を
「
闘
訟

ニ
」
と
改
め
る
「
付
紙
」
を
附
し
た
則
一
山
に
つ
い
て
は
、
資
料
を
欠

き
不
明
で
あ
る
。

（
却
）
正
院
（
太
政
官
）
は
、
左
院
の
上
達
の
「
付
紙
」
に
つ
い
て
可
否

を
決
し
か
ね
、
前
掲
「
太
政
官
職
制
並
事
務
章
程
」
の
中
の

正
院
事
務
章
程（

中
略
）

左
右
両
院
ノ
奏
事
取
捨
ノ
便
宜
施
行
ノ
緩
急
ハ
本
院
ノ
特
権
タ

な
る
規
定
（
前
掲
『
法
規
分
類
大
全
』
第
十
冊
・
官
職
門
・
官
制
・

太
政
官
内
閣
一
・
一
四
七
l
一
四
八
頁
）
な
ど
に
も
と
づ
き
司
法
省

に
こ
れ
を
下
げ
渡
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
司
法
省
の

回
答
が
、
こ
の
再
伺
で
あ
る
。

（
幻
）
手
塚
・
前
掲
「
明
治
六
年
太
政
行
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
」

凹

O
頁
c

（
泣
）
前
仰
向
『
法
規
分
鎖
大
全
』
第
五
十
四
附
・
刑
法
門
・
刑
律
三
・
二

五
六
頁
c

（
お
）
手
塚
・
前
掲
「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
」
一

四
O
頁。

（
μ
）
旧
刑
法
は
、
殺
傷
に
至
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
四
百
二
十

七
条
第
十
二
号
に
お
い
て
「
妄
ニ
吉
凶
禍
福
ヲ
説
キ
又
ハ
祈
祷
符
冗

等
ヲ
為
シ
人
ヲ
惑
ハ
シ
テ
利
ヲ
図
ル
者
」
を
「
一
日
以
上
三
日
以
下

ノ
拘
昭
二
処
シ
又
ハ
二
十
銭
以
上
一
円
二
十
五
銭
以
下
ノ
科
料
ニ
処
」

し
て
い
た
。

（
国
立
公
文
書
館
蔵
「
公
文
録
』
明
治
六
年
四
月
・
司
法
省

伺
・
十
四
）
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僧
亙
冗
誼
ノ
儀
ニ
付
伺

中
楓
痴
等
ノ
病
ニ
催
ル
者
ヲ
似
亙
ノ
従
川
ん
岨
シ
テ
狐
狸
ヲ
駈
去
ス
ル

ト
お
が
シ
湯
火
及
ヒ
白
刃
等
ヲ
以
テ
威
逼
薫
灼
シ
往
々
死
二
至
ラ

シ
ム
ル
者
ア
リ
文
明
ノ
今
日
ニ
際
、
ン
人
民
ヲ
肱
惑
シ
以
ノ
外
ノ
悪

習
既
一
一
本
年
一
月
数
部
省
ノ
禁
令
モ
有
之
居
候
へ
共
未
タ
此
刑
律

無
之
ニ
付
清
律
ノ
師
厄
邪
術
及
ヒ
妖
書
妖
言
等
ノ
罪
絞
斬
ニ
処
断

ス
ル
律
ニ
依
テ
別
紙
条
例
ヲ
起
シ
相
伺
候
也



明
治
六
年
三
月
廿
九
日

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟

司
法
卿
江
藤
新
平

正
院
御
中

（
朱
書
）

伺
之
通

（

朱

書

）

明
治
六
年
四
月
十
三
日

魔
魅
人
条
例

楓
搬
入
等
ヲ
僧
盛
ノ
徒
冗
岨
シ
テ
狐
狸
ヲ
駈
去
ス
ル
ト
妄
説
、
ン
湯

火
及
ヒ
白
刃
等
ヲ
以
テ
却
逼
薫
灼
シ
折
傷
ニ
至
ラ
シ
ム
ル
ハ
各
闘

傷
ニ
一
等
ヲ
減
シ
死
ニ
致
ス
者
ハ
絞

左
院
附
紙

各
闘
傷
ノ
三
・
一
千
ヲ
闘
傷
ニ
ノ
一
一
一
字
ニ
改
ム
ヘ
シ

司
法
省
僧
亙
冗
岨
ノ
儀
ニ
付
伺
熟
議
候
処
別
紙
条
例
付
紙
ノ
外
異

存
無
候
也

明
治
六
年
三
月
三
十
一
日

左

院

僧
亙
冗
岨
ノ
儀
ニ
付
再
伺

魔
魅
人
条
例
の
制
定
に
関
す
る
一
資
料
（
中
山

魔
魅
人
条
例
本
文
中
各
闘
傷
ノ
字
面
ニ
各
ノ
一
字
削
ル
可
キ
旨
左

院
付
紙
相
成
候
へ
共
明
清
律
例
殺
傷
諸
条
ノ
文
ニ
於
テ
皆
各
ノ
字

ヲ
用
ル
者
ハ
傷
ノ
軽
重
ニ
依
リ
苔
杖
徒
流
各
々
差
異
有
之
新
律
中

闘
殺
傷
ニ
準
ス
ル
ノ
文
ニ
モ
亦
皆
各
字
ヲ
問
イ
候
ニ
付
原
文
ノ
各

字
据
置
可
然
奉
存
候
此
段
今
又
相
伺
候
也

明
治
六
年
四
月
十
日
司
法
大
輔
福
岡
孝
弟

司
法
卿
江
藤
新
平

正
院
御
中
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